＜　令和8年度　修学資金貸与募集要項　＞
この制度の目的 

看護師・助産師業務に従事することを目的に養成学校等に在学し、市及び富士吉田市立病院（以下「市」）において正職員として看護業務に従事する方を対象に、修学資金を貸与します。

〔富士吉田市保健師、助産師、看護師、准看護師、臨床工学士等修学資金貸与条例第1条〕

貸与対象者 　※ 年度により募集対象職種が変わる場合があります。令和8年度の募集対象者については以下のとおりです。
　看護師または助産師の養成学校等に在学し、正職員として市及び富士吉田市立病院での勤務を希望する方
修学資金の貸与 

修学資金の貸与は無利子です。
〔条例第2条〕

修学資金の額 

月額　５０，０００円

〔条例第3条〕

貸与決定

貸与申請書等の提出書類の審査及び面接により選考し、予算の範囲内で決定し

ます。貸与希望者が多数の場合は貸与できない方もありますので、あらかじめ

ご了承ください。

申請締切

　令和8年４月２4日(金)
貸与方法 

以下のとおり３月分を一括してその最初の月に貸与します。

６月貸与
４・５・６月分


７月貸与
７・８・９月分


10月貸与
10・11・12月分


１月貸与
１・２・３月分

〔条例施行規則第5条〕

· ４月～６月分の貸与については、５月に審査等を行うため、貸与月は６月になります。なお、２年目以降に継続して貸与する場合については４月～６月分を４月に貸与いたします。
連帯保証人 

修学資金の貸与を受ける皆さんは、連帯保証人を二人立てなければなりません。その際、次のことにご注意ください。

· 連帯保証人は、独立の生計を営む方であること。（一世帯からお一人。ただし、他の方の扶養家族となっている方や無資力の方を選定することはできません）
· 貸与を受けようとする方が未成年の場合は連帯保証人のうちの一人を親権者又は後見人とすること。（連帯保証人を二人とも親権者又は後見人から選定することはできません）
〔条例第4条、条例施行規則第3条〕
申請方法 

以下の書類を揃え、期日までに提出して下さい。
1　修学資金貸与申請書（規則様式第1号）

2　申請者の父母又は後見人の直近の所得が分かる書類
（源泉徴収票または確定申告書及び収支内訳書の写し等　※ 給与所得者の方でも、確定申告をされている場合は、確定申告書及び収支内訳書の写し）

3　最終学歴の学業成績証明書

4　住民票謄本（世帯全員の方の記載のあるものです）
5　在学証明書（新入生の方は入学後、早急に学校に申請してください）
6　連帯保証人二人の印鑑証明書及びそれぞれの直近の所得が分かる書類
（源泉徴収票または確定申告書及び収支内訳書の写し等）
7　家族状況届（別添様式）

〔条例施行規則第2条〕

8　応募理由書
貸与の特例（借換え）　平成19年度～ 

（１）借換え制度の内容

　富士吉田市立病院で、看護師または助産師の勤務を強く希望する方で、既に他の機関から修学資金を借りている方は、富士吉田市の修学資金への借換えを行うことができます。
この制度は、上記の貸与額（月額50,000円）とは別に既に他の機関から貸与されている修学資金を返還するための資金を貸与するものです。
借換えできる額の上限
借り換えできる上限額は、上記の貸与額（月額50,000円）に他の機関の修学資金の貸与月数を乗じて得た額とする。
　【例１】Ａ機関からの借入れ期間が１年間で、借入れ金額が480,000円（40,000円×12月）の場合【限度額以下の場合】
　　　借換えできる額（富士吉田市が借換えを認めて貸与する金額）

　↓

480,000円

　【例２】Ａ機関からの借入れ期間が１年間で、借入れ金額が720,000円（60,000円×12月）の場合【限度額以上の場合：上限月額50,000円】
　
借換えできる額（富士吉田市が借換えを認めて貸与する金額）

　↓

　600,000円（50,000円×12月）
※１年間で２ケ所以上の機関から既に修学資金を借りている場合も、600,000円を超えた貸与はできません。

(２) 借換えの手続き

①　借換えを申請する者（以下「借換申請者」という。）は、上記P2の
申請方法に示した書類のほかに、以下の書類の提出が必要になります。

（ア）　修学資金借換申請書

（イ）　修学資金貸与証明書（修学資金を借りている機関の証明）
②　借換えの手続きとして、既に修学資金を借りている機関には、借りた金額の全額を返済することを義務付けています。
　　　　　　　　　　　　　　↓

　　　　　　　　　修学資金返還証明書の提出

(修学資金を借りていた機関の証明）

したがって、上記の【例２】の場合は、差額の120,000円を自己資金で返済することが必要になります。

（他の機関から借りていた金額720,000円－富士吉田市が借換えを認めて貸与した金額600,000円＝他機関に返済する金額120,000円）
＜　修学資金貸与決定後の注意事項　＞

　皆さんから提出された修学資金貸付金申請書類は、市長により審査が行われます。審査後、貸与が決定されたときは、その旨皆さんに通知します。

〔条例施行規則第2条・第4条〕

　そして、それぞれの目標の達成をめざしていただきながら、将来正職員として市の業務に従事しようとする皆さんに修学資金が貸与されることになります。

　皆さんが晴れて養成施設を卒業され、その日から１年以内に看護師等の資格または免許を取得し、免許取得後速やかに正職員として市の業務に従事し、且、引き続き５年以上勤務したとき、修学資金の返還が免除されます。
〔条例第6条〕

　しかし、卒業後１年以内に免許が取得できなかった、正職員として市の業務に従事しなかった等、この制度の目的を達成できなかった場合、貸与を受けた修学資金を返還しなければなりません。

〔条例第7条〕

※
貸与が決定されたからといって、市職員採用試験において、優先権等は全くありません。また、市職員採用試験が実施されない場合もありますが、その場合も返還義務が発生します。ご留意下さい。

＜　免　除　＞

　返還の免除とは、返還債務の消滅を意味します。免除には当然免除と裁量免除の２つの制度があります。

　免除の条件に該当した人は、申請してください。

　

☆当然免除について

（要件）

１．養成施設を卒業した日から１年以内に看護職員の免許を取得
　２．免許取得後、速やかに正職員として「市」の業務に従事
　３．引き続き５年間看護業務等に従事
以上３つの要件を満たした場合、全額免除となります。
· 裁量免除について

（要件）

1． 死亡または重度心身障害により貸与を受けた修学資金を返還することが　

　　できなくなったとき

　　　　　　　　　　　　　　　　↓
	返還すべき額の全額または一部免除


　２．「市」において修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間以上業務に

　　　従事

　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
	返還免除額


[image: image1.wmf]貸与金額［Ｃ］

　

　

年）［Ａ］

年に満たないときは

た期間（

修学資金の貸与を受け

た期間［Ｂ］

「市」の業務に従事し

 

2

5

2

2

´

´


　※　
[image: image2.wmf]5/2

´

［Ａ］

［Ｂ］

の数値が１を超える場合は１とし、小数点6位以下は切り捨てる。

　※　免除金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

· この場合の裁量免除については後に述べる『返還』の６～７頁の『一部返還』を

参照してください。


＜　返　還　＞
　前に述べたとおりこの修学資金は、市において看護業務等に従事することを目的として貸与するものですから、次の返還すべき事由の一つに該当した場合には、貸与を受けた修学資金は返還しなければなりません。

※返還しなければならない場合

1 卒業した日から１年以内に免許が取得できなかった場合

2 免許取得後、速やかに市の業務に従事しなかった場合

3 返還の免除を受けるまで市における業務に従事しなかった場合

　（市の業務に５年間従事しなかった場合）

· 返還方法

返還事由が発生した月の翌月から起算して、貸与を受けた期間に

相当する期間内に一括または６回以内の月賦均等払いで返還して

ください。
その際、別紙様式第３号「修学資金返還計画書」に記入の上、総務課に提出願います。

☆ ①・②の場合

　　貸与した修学資金の全額を返還することになります。

（例）Ａ子さんの場合

· 令和6年4月1日　看護専門学校入学（貸与開始）　　　　【貸与金額】

　　　　　（貸与期間3年間＝36月）　　　　　　　　　月額50,000円×36月

・令和9年3月31日　看護専門学校卒業（貸与終了）　　＝1,800,000円

・令和9年4月　　　看護師免許取得

· 令和9年4月1日　富士吉田市の業務に従事せず他市の病院に勤務
　　　　　　　　　　（この時点で返還計画書を提出）

↓
　　　　　　貸与期間が3年間ですから令和9年4月から起算して

　　　　　　　3年間のうちに、一括または6回以内で全額1,800,000円を

　　　　　　　返還していただきます。

☆ ③の場合

　　貸与した修学資金の全額返還または一部返還することになります。
	全額を返還する場合……「市」の業務従事期間が貸与期間に満たない場合

　　　　　　　　　　　　　　＊参照　修学資金貸与条例第７条・第８条


（例）Ｂ子さんの場合

· 令和5年4月1日　看護専門学校入学

· 令和6年4月1日　看護専門学校2年次（貸与開始）　　　【貸与金額】

　　　　（貸与期間2年間＝24月）　　　　　　　　　　月額50,000円×24月

・令和8年3月31日　看護専門学校卒業（貸与終了）　　＝1,200,000円

・令和8年4月　　　 看護師免許取得

· 令和8年4月1日　 富士吉田市立病院に採用

　　　　　　（この時点で返還猶予申請書を提出）　　「市」の業務に従事した期間
· 令和10年2月28日　同病院　退職　　　　　　　　　1年11月＝23月

　　　　　　　（この時点で返還計画書を提出）
↓
「市」の業務従事期間が貸与期間に満たないため全額返還となります。
貸与期間が2年間ですから令和10年3月から起算して2年間のうちに、一括
または6回以内で全額1,200,000円を返還していただきます。

	一部返還する場合……「市」の業務従事期間が貸与期間以上経過した場合

　　　　　　　　　　　（「市」の業務に従事した期間が５年以上となるときは

　　　　　　　　　　　　全額免除となります。）

　　　　　　　　　　＊参照　修学資金貸与条例第８条



· 返還額の算定式
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 の数値が１を超える場合は１とし、小数点6位以下は切り捨てる。

（例）Ｃ男さんの場合

· 令和5年4月1日　看護専門学校入学　　　　　　　　　【貸与金額［Ｃ］】

· 令和5年4月1日　看護専門学校2年次（貸与開始）　　月額50,000円×24月

　　　（貸与期間2年＝24月）…〔Ａ〕　　　　　　　　　＝1,200,000円

・令和8年3月31日  看護専門学校卒業（貸与終了）

・令和8年4月　　　 看護師免許取得

· 令和8年4月1日　 富士吉田市立病院に採用　　　　「市」の業務に従事した

　　　　（この時点で返還猶予申請を提出）　　　　　　　期間…〔Ｂ〕

・令和10年11月30日　同病院　退職　　　　　　　　　　　2年8月＝32月

　　　　（この時点で返還免除申請書及び返還計画書を提出）

↓
返還免除額［Ｄ］　＝　
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×1,200,000＝639,999
≒639,900

　　　　　　　　　　　　∴　返還する金額＝1,200,000－639,900＝560,100円

　　　　　　　　　　　　　　貸与期間が2年間ですから令和10年12月1日から

　　　　　　　　　　　　　　起算して2年間のうちに一括または、6回以内で

　　　　　　　　　　　　　　560,100円を返還していただきます。

以上述べましたのは、一例ですので「返還」の義務が生じた場合の疑問点がありましたら、総務課までお問い合わせください。
○ 申請及び変更等の届出
　修学資金に係る様々な申請、届出を怠ると返還の免除が受けられなくなるなど不利益を

受けることがあります。

　申請や届出にあたっては、次のことに注意してください。
なお、本要項に添付のない様式が必要な場合は総務課までお問い合わせください。
〔記入上の注意〕

1． 住所はアパート、マンション、寮等の名称及び部屋番号までしっかり記入すること

2． 〒、TELの記入のあるところは、忘れずに郵便番号、電話番号を記入すること

3． 理由は内容がわかるように記入すること

4． 借用金額の欄には、自分が貸与を受けた全額を記入すること

5． 卒業した（する）学校名、課程及び卒業（見込）年を付記すること

·  どんな場合にどの届書を出したらいいか
１． eq \o\ad(修学資金貸与申請書,　　　　　　　　　　　　)……＊修学資金の貸与を受けたい場合

　　　　　　　　　　　　　　　　　〔２頁に掲載の添付書類も用意して下さい。〕

２．修学資金連帯保証人変更願……＊連帯保証人を変更する場合

〔実印で押印し、変更後の連帯保証人の所得のわかる書類、印鑑登録証明書を添付〕

３． eq \o\ad(修学資金貸与辞退願,　　　　　　　　　　　　)……＊貸与を受けている途中で貸与を辞退したい場合

４． eq \o\ad(修学資金返還計画書,　　　　　　　　　　　　)……　以下のような場合返還義務が生じます。
· 養成施設に在学中、貸与を辞退した場合

· 貸与期間中、退学した場合

· 卒業後、｢市｣以外の機関等に就職した場合

· ｢市｣の業務に従事したが５年以内で退職した

場合など

５． eq \o\ad(修学資金返還方法変更願,　　　　　　　　　　　　)……＊修学資金の返還途中であるが、返還方法を変更したい場合

６． eq \o\ad(修学資金返還猶予申請書,　　　　　　　　　　　　)……＊貸与を辞退した後も、引き続き養成施設に在学している場合
＊養成施設を卒業後、更に他種の看護職員を養成する施設において修学している場合

＊｢市｣の業務に従事しているが、従事してから５年経過するまでの間
＊返還義務が生じた時、災害、疾病、その他やむを得ない理由があり返還困難な場合など
　　７． eq \o\ad(修学資金返還免除申請書,　　　　　　　　　　　　)……＊｢市｣の業務に従事期間中、業務上の理由により死亡または心身の故障のため業務に従事することができなくなった場合〔全額免除〕
＊死亡または重度心身障害により貸与を受けた修学資金を返還できなくなった場合
〔全額又は一部免除〕

　　８． eq \o\ad(借用証書,　　　　　　　　　　　　)……＊修学資金の貸与契約に係る全額の貸与を受けた後、速やかに提出すること
　　９．家族状況届……＊修学資金の貸与を受けたい場合に１の申請書と一緒に提出
　１０．修学資金被貸与者記載事項変更届……＊婚姻等により貸与者の氏名や住所等が変更になる場合

　１１．修学資金保証人記載事項変更届……＊引越し等により連帯保証人の住所等が変更になる場合

· ｢免除｣　｢返還｣　｢猶予｣については、場合により裁量等の措置があるため、その都度総務課でご確認下さい。

	　書類の提出を怠りますと不利益を受ける

　ことがありますので十分注意して下さい。


ご不明な点がありましたら下記まで連絡下さい。

　　問い合わせ先　〒403－8601　富士吉田市下吉田６丁目１番１号
　　　　　　　　　　　　　　　　富士吉田市役所　０５５５－２２－１１１１

　　　　　　　　　　　　　　　　総務部総務課　　内線２２５　

（注）申請書等の個人情報につきましては、本事業の目的以外には使用しません。

様式第１号（第２条関係）
令和●年●月●日
富　士　吉　田　市　長　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　　氏名　　吉田　花子　　印　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先　　　　0555-××-××××　
 eq \o\ad(修学資金貸与申請書,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
該当するものの番号を○で囲んで下さい。
1． 保健師　２．助産師　３．看護師　４．准看護師　５．臨床工学技士　
６．社会福祉士　７．介護福祉士　８．理学療法士　９．作業療法士　10．専任教員

このことについて次のとおり修学資金貸付金を貸与願います。
なお、貸与を受ける際には、上記に係る富士吉田市修学資金貸与条例及び同条例施行規則の各条項を遵守します。また、申請内容の確認のため、市が住民基本台帳、戸籍台帳、課税状況等について照会を行うことに同意します。
	貸与申請額
	　　1,800,000　円
	貸与期間　令和8年４月～令和11年３月

	申
請
者
	氏　　名
	吉田　花子
	養
成
施
設
	名　　称
	富士吉田市立看護専門学校

	
	生年月日
	　　年　　月　　日生
	
	 eq \o\ad(所在地,　　　　)
	山梨県富士吉田市上吉田5606番地18

	
	本　　籍
	山梨県富士吉田市▲▲▲▲
	
	入　　学
	令和8年４月●日　　　

	
	住　　所
	〒403-8601
山梨県富士吉田市▲▲▲▲
	
	卒　　業
	令和11年３月卒業（見込）

	資格免許
	種　別
	取得年月日
	登録都道府県名・厚生労働省
	登録番号

	
	
	
	
	

	連帯保証人
	　氏　　名
	吉田　太郎
	山田　富士子

	
	　生年月日
	　　年　　月　　日生
	　　年　　月　　日生

	
	　本　　籍
	山梨県富士吉田市▲▲▲▲
	

	
	　住　　所
	山梨県富士吉田市▲▲▲▲
	

	
	　 eq \o\ad(連絡先,　　　　)
	0555-××-××××
	

	
	　職　　業
	株式会社■■■■
	

	
	本人との続柄
	父
	


申請者が貸与を受ける修学資金貸付金については、本人と連帯して債務を負担します。
　令和　　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　連帯保証人氏名　　　　　　吉田　太郎　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　　　連帯保証人氏名　　　　　　山田　富士子　　　　　　　印
	貸付決定額
	円
	貸付番号
	　　　年
保･助･看･准看･臨･専･社･介･理･作･専
第　　　号


様式第１号（第２条関係）

令和　　　年　　　月　　　日

富　士　吉　田　市　長　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　　氏名　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先　　　　　　　　　　　

 eq \o\ad(修学資金貸与申請書,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
該当するものの番号を○で囲んで下さい。

2． 保健師　２．助産師　３．看護師　４．准看護師　５．臨床工学技士　

６．社会福祉士　７．介護福祉士　８．理学療法士　９．作業療法士　10．専任教員

このことについて次のとおり修学資金貸付金を貸与願います。

なお、貸与を受ける際には、上記に係る富士吉田市修学資金貸与条例及び同条例施行規則の各条項を遵守します。また、申請内容の確認のため、市が住民基本台帳、戸籍台帳、課税状況等について照会を行うことに同意します。
	貸与申請額
	　　　　　　　　　　円
	貸与期間　令和　　年４月～令和　　年３月

	申
請
者
	氏　　名
	
	養
成
施
設
	名　　称
	

	
	生年月日
	　　年　　月　　日生
	
	 eq \o\ad(所在地,　　　　)
	

	
	本　　籍
	
	
	入　　学
	令和　　年　　月　　日　　　

	
	住　　所
	〒
	
	卒　　業
	令和　　年　　月卒業（見込）

	資格免許
	種　別
	取得年月日
	登録都道府県名・厚生労働省
	登録番号

	
	
	
	
	

	連帯保証人
	　氏　　名
	
	

	
	　生年月日
	
	

	
	　本　　籍
	
	

	
	　住　　所
	
	

	
	　 eq \o\ad(連絡先,　　　　)
	
	

	
	　職　　業
	
	

	
	本人との続柄
	
	


申請者が貸与を受ける修学資金貸付金については、本人と連帯して債務を負担します。

　令和　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　連帯保証人氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　連帯保証人氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印

	貸付決定額
	円
	貸付番号
	　　　年

保･助･看･准看･臨･専･社･介･理･作･専

第　　　号

	送金予定日
	　　　　年　　月　　日
	
	

	送金年月日
	　　　　年　　月　　日
	
	


· 連帯保証人２人の印鑑証明書を添付してください。

別添様式

令和●年●月●日

富　士　吉　田　市　長　　様

申請者　氏　名　　　吉田　花子　　　印


同一生計の家族の状況について下記のとおり届出します。

家　族　状　況　届

	家　族　氏　名
	申請者と eq \o\ad(の続柄,　　　　)
	職　　業
	昨　年　の　所　得
	備　考

	吉田　太郎
	父
	会社員
	5,000,000
	児童手当
120,000

	吉田　春子
	母
	主婦
	
	

	吉田　次郎
	弟
	学生
	
	

	吉田　富士子
	祖母
	無職
	500,000
	年金

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


添付書類（父母、後見人の方のみ　他の方については添付不要です）

・給与所得者は、令和7年分の源泉徴収票の写しを添付。

（確定申告・修正申告している方は、申告書の控の写し（収支内訳書の写しも添付））

・給与以外の所得者は、令和7年中の確定申告書控の写し・収支内訳書写しを添付。

· これらの代わりに市町村発行の証明書を添付する場合、所得控除額も確認するため、収入、所得、所得控除額がわかる証明書を発行してもらってください。

別添様式

令和　　年　　月　　日

富　士　吉　田　市　長　　様

申請者　氏　名　　　　　　　　　　　印

同一生計の家族の状況について下記のとおり届出します。

家　族　状　況　届

	家　族　氏　名
	申請者と eq \o\ad(の続柄,　　　　)
	職　　業
	昨　年　の　所　得
	備　考

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


添付書類（父母、後見人の方のみ　他の方については添付不要です）

・給与所得者は、令和7年分の源泉徴収票の写しを添付。
（確定申告・修正申告している方は、申告書の控の写し（収支内訳書の写しも添付））

・給与以外の所得者は、令和7年中の確定申告書控の写し・収支内訳書写しを添付。

· これらの代わりに市町村発行の証明書を添付する場合、所得控除額も確認するため、収入、所得、所得控除額がわかる証明書を発行してもらってください。

富士吉田市修学資金応募理由書

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps22 \o\ad(\s\up 10(ふりがな),氏名)　　　　　　　　　　　　　

１　本修学資金に応募した理由をできるだけ具体的に記入してください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２　職業に関する将来の目標をできるだけ具体的に記入してください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
記載例





★50,000円×12ヶ月：600,000円（1年間貸与額）


　・2年間貸与申請者：1,200,000円


　・3年間貸与申請者：1,800,000円


　・4年間貸与申請者：2,400,000円








２人目の連帯保証人は


別世帯の方を記入する





記載例





・源泉徴収の場合


→給与所得控除後の金額


・確定申告の場合


　→所得金額と一致





・児童手当等の収入がある場合は、備考欄に別途記載








・年金の金額がわかる資料のコピーを添付（月額で記載されているものは、1年間の総額を計算して記載）
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